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別紙４  公営住宅等整備基準適合チェックリスト 

団 地 名  

建 築 場 所  

建 築 物 概 要 

種  別 
□ 公営住宅  □特定公共賃貸住宅 

構  造 □ 木造   □ 鉄骨造  □ ＲＣ造  □ その他（     ） 

階  数 地下  階  地上  階 

延べ面積 ㎡（公営住宅法） 

戸  数        戸 

 

その１ 

項目 
整備基準 添付書類 

(技術的助言) 
確
認 

整備の考え方 ※
県 (参酌基準) 条例による基準 

敷
地 

敷
地
の
位
置
選
定 

第5条 

災害の発生や公害

等による居住環境

阻害がないこと。あ

る場合には、その対

策が講じられてい

ること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 
敷地の選定に関する

説明書 

□  □ 

日常生活の利便性

を考慮しているこ

と。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

敷
地
の
安
全
等 

第6条 

第1項 

軟弱地盤、がけ崩

れ、出水等のおそれ

がないこと。ある場

合には、安全上必要

な措置が講じられ

ていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

建築確認済証（写） 

それに準じる書面 
□  □ 

第6条 

第2項 

雨水処理施設が適

切であること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

雨水処理施設計画に

関する説明書 
□  □ 

汚水処理施設が適

切であること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

建築確認済証（写） 

汚水処理計画に関す

る説明書 

□  □ 

注）公営住宅ストック総合改善事業は不要。また、地域優良賃貸住宅は住宅ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ必携(平成23年度版)P1073参照。 

※条例による基準：該当する□参酌基準を準用、□市町条例による欄を■にてチェックし、市町条例の場合は、[ ]に内容を記入する 
添 付 書 類：技術的助言等にて明示された内容を記載しており、市町条例にて必要となる内容を加減筆する 
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その２ 

項目 
整備基準 添付書類 

(参考:技術的助言) 
確
認 

整備の考え方 ※
県 (参酌基準) 条例による基準 

住
宅 

住
棟
・
そ
の
他
施
設
の
基
準 

第7条 

日照・通風等が確保

されていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

建築確認済証（写） 

福祉のまちづくり条

例に基づく届出（写） 

消防法に基づく同意（写） 

住棟・その他の施設

計画に関する説明書 

□  □ 

災害に対する防止

措置をしているこ

と。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

騒音等による居住

環境阻害に対して

防止措置が講じら

れていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

住
宅
の
基
準 

第8条 

第1項 

防火・避難のための

適切な措置が講じ

られていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

建築確認済証（写） 

消防法に基づく同意（写） 
□  □ 

防犯のための適切

な措置が講じられ

ていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

防犯対策に関する説明書 □  □ 

第8条 

第2項 

住宅に係る断熱の

ための措置が適切

に講じられている

こと。 

 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

設計住宅性能評価書（写） 

(評価方法基準第5の

5の5-1(3)の等級4の

基準、より難い場合

は等級3の基準) 

 

(評価方法基準第5の

8の8-1(3)イの等級2

の基準または第5の8

の8-1(3)ロ①cの基

準（RC造・SRC造以外

は第5の8の8-1(3)ロ

①dの基準）及び第5

の8の8-4(3)の等級2

の基準) 

 

(評価方法基準第5の

3の3-1(3)の等級3の

基準（木造は第5の3

の3-1(3)の等級2の

基準）) 

 

(評価方法基準第5の

4 の 4-1(3) 及 び

4-2(3)の等級2の基

準) 

 

□  □ 

第8条 

第3項 

住宅の床に係る遮

音性能確保のため

の措置が適切に講

じられていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

外壁開口部に係る

遮音性能の確保の

ための措置が適切

に講じられている

こと。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

第8条 

第4項 

構造耐力上主要な

部分等の劣化軽減

を図る措置が適切

に行われているこ

と。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

第8条 

第5項 

各種配管の点検及

び補修する際への

措置が適切に行わ

れていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 
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その３ 

項目 
整備基準 添付書類 

(参考:技術的助言) 
確
認 

整備の考え方 ※
県 (参酌基準) 条例による基準 

住
宅 

住
戸
の
基
準 

第9条 

第1項 

専用床面積が25㎡

以上となっている

こと。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 
住戸の設計仕様に関

する説明書 

□  □ 

第9条 

第2項 

台所、水洗便所、洗

面設備及び浴室並

びにＴＶ受信設備

及び電話配線が設

けられていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

第9条 

第3項 

居室内における化

学物質発散防止の

ための措置が適切

に行われているこ

と。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

設計住宅性能評価書（写） 

(評価方法基準第5の

6の6-1(2)イ②の特

定建材を使用する場

合にあっては、同(3)

ロの等級3の基準) 

 

(評価方法基準第5の

9の9-1(3)の等級3の

基準) 

 

 

□  □ 

住
戸
内
の
各
部 

第10条 

移動の利便性及び

安全性が確保され

ていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

高齢者等が日常生

活を支障なく営む

ことができるため

に適切な措置が講

じられていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

共
用
部
分 

第11条 

高齢者等の移動の

利便性及び安全性

の確保のために適

切な措置が講じら

れていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

設計住宅性能評価書（写） 

(評価方法基準第5の

9の9-2(3)の等級3の

基準) 

□  □ 

附
帯
施
設 

第12条 

第1項 

自転車置場、物置、

ゴミ置き場等の必

要な附帯施設が設

けられていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

共用部分・附帯施設

の設計仕様に関する

説明書 

□  □ 

第12条 

第2項 

前項が入居者の衛生

や利便性及び良好な

居住環境の確保等に

支障を生じないよう

考慮されているこ

と。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

 

児
童
遊
園 

第13条 

位置及び規模が敷

地内の住戸数、敷地

の規模及び形状、住

棟の配置等に応じ

て、入居者の利便及

び児童等の安全性

を確保した適切な

計画となっている

こと。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

 □ 該当なし □ 
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その４ 

項目 
整備基準 添付書類 

(参考:技術的助言) 
確
認 

整備の考え方 ※
県 (参酌基準) 条例による基準 

共
同
施
設 

集
会
所 

第14条 

位置及び規模が敷
地内の住戸数、敷地
の規模及び形状、住
棟及び児童遊園の
配置等に応じて、入
居者の利便性及び
児童等の安全性を
確保した適切な計
画となっているこ
と。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

共同施設計画に関す

る説明書 

建築確認済証(写) 

 

□ 

（整備面積：    ㎡） 

 

 

 

 □ 

広
場
及
び
緑
地 

第15条 

位置及び規模が良

好な居住環境の維

持増進に資するよ

う考慮された計画

となっていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

敷
地
内
通
路 

第16条 

第1項 

敷地の規模や形状、
住棟等の配置並び
に周辺の状況に応
じて、日常生活の利
便、通行の安全、災
害の防止、環境の保
全等に支障がない
ような規模及び構
造で合理的に配置
された計画となっ
ていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

第16条 

第2項 

階段が、高齢者等の

通行の安全に配慮

し、必要な補助手す

り又は傾斜路が設

けられた計画とな

っていること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

□  □ 

費
用
の
縮
減 

第4条 

建設及び維持管理

に関する費用の縮

減に向けて配慮し

た計画となってい

ること。 

□参酌基準を準用 

□市町条例による 

 

 

 

 

 

費用縮減に関する説

明書 
□  □ 

 

 

 

 

 

 


